
 

 標準的な耐震評価判定のフロー（一般的な中低層建築物の場合）※1 

 

① 受付事前予約・受付前審査 

②受付 

判定申込書の提出 

④第１回事前審査 

(ヒアリング) 

⑨判定委員会審議 

⑩最終報告書の作成 

⑪判定書の交付 

⑤⑦申込者は、事前審査議事録を作成し、申込資料等
の指摘された修正等を行って下さい。 

① 随時受付けておりますが、事前に指定様式に
よる予約をお願いします。受付前審査書類は
控え共２部提出してください。 

⑨判定委員会は、概ね月1回開催します。 
判定委員会では、事前審査担当委員が案件の内容を
報告しますので申込者が出席する必要はありませ
ん。 

※２ 
事前審査 
 
1.5ヶ月～ 
2ヶ月程度 

 

 
指摘事項がな
い場合、 
2週間程度 

【所要期間の目安】 

※１ 複雑な形状、特殊な工法・構造の建築物等では、審査方法・審査期間が           
上記フローと異なる場合があります。 

※２ スムーズな修正対応をしていただいた場合の標準的な期間であり、建築物の
規模、形状により変動します。 

 
 
 

③手数料支払 

⑥第 2回事前審査 

(ヒアリング) 

 

⑤議事録作成、説明書修正 

⑧判定委員会用資料作成 

⑧担当委員の指示により要約版を作成して下さい。 

各回事前審査議事録を添付して下さい。なお、要約版の

作成が不要な場合もあります。（要約版9部及び説明書全

ﾍﾟｰｼﾞのPDF電子ﾃﾞｰﾀを提出）(別紙-2)参照 

⑩判定委員会の指摘事項を修正した最終報告書を作

成して下さい。（紙ベース 2部及び、PDF電子デー

タを提出）(別紙-３)参照 

④担当委員（2名）による事前審査を行います。 

指定の日時に受託事務所担当者及び診断実施者が

出席し、説明をお願いします。 

 

②申込要領等を参照し、申込資料を作成して下さい。 

③受付後、1週間以内に手数料を振込で下さい。 

審査用の書類4部提出して下さい。 

 

⑪内容を確認した後、「報告書」１部と併せて「判定

書」を交付します。 

⑥事前審査は原則2回までです。 

回数が増加した場合、追加料金が発生すること

があります。 

⑦議事録作成、説明書修正 

 


